
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月 

特 別 区 長 会 

  

不合理な税制改正等に対する 
特別区の主張（令和４年度版） 



 

 

 

 

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、法人住民税の一部国税化や地方

消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正により、特別区の貴重

な税源は一方的に奪われています。 

こうした不合理な税制改正による特別区全体の影響額は、累計で 1 兆円を超え、令和

４年度だけでも 2,600 億円を上回り、特別区における人口 50 万人程度の財政規模に

相当する衝撃的な額です。 

地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無

視したものです。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、国の責任

において地方交付税財源の法定率を引き上げ、調整するべきです。 

特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき喫緊の課題や将来的な課題が山

積しています。こうした中、新型コロナウイルス感染症対策では、全国で最も多くの感

染者を抱えており、感染拡大防止対策や中小企業・医療機関への支援策、生活保護費等

の特別区の負担は継続しています。加えて、ウクライナ情勢等に伴う世界的な物流の混

乱や為替変動による物価高騰の影響も重なり、特別区の財政は極めて深刻な状況です。 

地方交付税の不交付団体である特別区は、景気変動の影響を受けやすい歳入構造であ

るため、景気後退による区税等の減収や物価高騰対策等の財政支出に対しては、積み立

てた財政調整基金を取り崩さなければなりません。それにも関わらず、備えとしての基

金残高や税収の多寡という側面にのみ焦点を当てて、あたかも財源に余裕があるとする

議論は容認できません。 

今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供するとと

もに、自治体間の積極的な交流や協働によって共存共栄する良好な姿を作ることであり、

税源の奪い合いにより自治体間に不要な対立を生むような制度は認められません。 

今こそ、国の責任において各地域を支える地方税財源の充実強化を図り、日本全体の

持続可能な発展を目指すべきです。 
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1-１ 税制改正の動向                  
平成２０年度  法人事業税の暫定措置の導入 

・ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の導入 
（法人事業税の一部を地方法人特別税として国税化し、地方法人特

別譲与税として再配分） 

ふるさと納税制度の導入 

平成２６年度  法人住民税の交付税原資化開始 

・ 地方法人税の導入 
（法人住民税の一部を地方法人税として国税化し、地方交付税の原

資に） 

平成２７年度  ふるさと納税制度の拡大 

・ ワンストップ特例制度の導入 

・ 個人住民税特例控除額の上限引き上げ 

地方消費税にかかる清算基準の見直し 

・ 人口 12.5% → 15%、従業者数 12.5% → 10%等 

平成２８年度  法人実効税率の段階的引き下げ開始 

平成２９年度  地方消費税にかかる清算基準の見直し 

・ 人口 15% → 17.5%、従業者数 10% → 7.5%等 

平成３０年度  地方消費税の清算基準の抜本的な見直し 

・ 人口 17.5% → 50%、従業員数 7.5% → 0％、 
統計基準 75% → 50%等 

令和元年度   地方法人課税における新たな偏在是正措置の導入 
・ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の導入 

（法人事業税を一部国税化し、それを原資に都市部から地方に配分） 
法人住民税の交付税原資化の拡大、法人事業税交付金の導入 

 
 
 

１ 不合理な税制改正の状況 
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✓ 不合理な税制改正による特別区への影響額は、令和４年度で約 2,600 億
円、平成 27 年度からの累計で約 1 兆 1,000 億円にもなります。 

✓ 本来であれば、区民の皆様のために使われるべく納めていただいた税金

が、「東京は財源に余裕がある」等の一方的な見方によって、国に奪われて
います。 

✓ これは、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したものです。 
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累計１兆円を突破

1-2 不合理な税制改正による影響は深刻                
 
 
 
 
 

 

 

◆ 不合理な税制改正による影響額（H27～R4 各年度及び累計） 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 令和４年度減収額 2,600 億円を換算すると 
 

 
 
 
 
 
 

 

に相当し、これだけ大きな規模が奪われている  

※法人住民税の一部国税化による減収額は、平成 26 年度及び 28 年度税制改正による影響額であり、一部国税化が始まる前との比較。 

地方消費税清算基準の見直しによる減収額は、平成 29 年度及び 30 年度税制改正による影響額。 

※令和 3 年度、４年度の法人住民税一部国税化及び地方消費税清算基準見直しの影響額については、特別区長会事務局が試算した推計値。 

 

※人口は「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、1 年間の決算額は「令和２年度特別区決算状況」、 

教育関連経費は「令和４年度都区財政調整区別算定結果（当初）」を基に作成。 
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1-3 都市部から税源をさらに吸い上げ          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

✓ 消費税率が 10％に引き上げられたことにあわせて、法人住民税の国
税化が拡大されました。 

✓ また、法人事業税を一部国税化し、それを原資に特別法人事業譲与税
を創設し、都市部の法人事業税を地方に配分する税制改正が行われ、都
市部から税源が吸い上げられ続けています。 

※法人事業税、特別法人事業税、地方法人特別税の税率は、資本金１億円超の普通法人の主な税率を例示している。 

 特別法人事業税を原資とする特別法人事業譲与税は、地方交付税の不交付団体に対して当初算出額の 75％が交付 

 されない仕組みとなっている。 

 なお、「31 税改」は平成 31 年度税制改正を表す。以下同様。 
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2-1 東京の地方財源が突出しているわけではない                 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地方交付税により地方自治体の収入は既に均衡化している 
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地方税等 地方交付税

東京 23位

２ 不合理な税制改正に関する考え方 

※総務省「令和４年度 地方税に関する参考計数資料」を基に作成。 

✓ 人口一人当たりの地方税収の格差を是正するため、地方税の見直しが

必要との見方があります。 
✓ しかし、地方税等に地方交付税を合わせた人口一人当たりの地方財源

を他の道府県と比較すると、東京の地方財源が突出して多いわけではあ

りません。 

 

地方交付税の原資の４割以上（約 7.7 兆円）は、東京都の住民（個人、法

人）が負担した税であり、すでに地域間の税収格差の解消に大きく貢献し
ています。 
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東京都 0.3％

585億円

東京都 45.4％

7兆7,140億円

税収超過地域

25.7％

4兆3,702億円

その他地域 88.4％

15兆157億円

その他地域 28.9％

4兆9,047億円

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地方交付税財源の収入と配分

地方交付税より地域内の税収の方が多い地域

地域内税収
（国税）

地方交付税

地域内税収＝国税のうち、所得税33.1%、法人税33.1%、酒税50%、
消費税19.5%及び地方法人税の合計

税収超過地域 11.3％ 1兆9,148億円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 東京は交付税原資の約 7.7 兆円（45.4%）を負担しているにもかかわら
ず、東京への交付税の配分は都内市町村の一部のみで約 585 億円(0.3%)
にすぎない 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 地方税収の多寡等の側面にのみ焦点を当てて、あたかも財源に余裕があ
るとして東京の税源が奪われています。 

✓ しかし、自治体間の税源偏在の是正は、ナショナル・ミニマムを保障す
る国の責任において、国税を原資に地方交付税制度で行われています。 

✓ 地方交付税の原資の４割以上（約 7.7 兆円）は、東京都の住民（個人、
法人）が負担した税であり、すでに地域間の税収格差の解消に大きく貢献
しています。 

✓ 地方の財源を吸い上げることなく、国の責任において地方交付税の法定
率を引き上げ、調整を行うべきです。 

※国税庁「令和２年度 統計年報（国税徴収 都道府県別の徴収状況）」、 
総務省「令和２年度 地方財政統計年報（都道府県歳入決算・市町村歳入決算）」を基に作成。 
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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

都区一般財源

負担額

交付税基準財政

需要額

（億円）

基準財政需要額と実態の乖離（東京都及び特別区の合算額）

議会・総務 民生・衛生 労働・農林・商工 土木 教育 公債 その他

1兆5,914億円

実態との
大幅な乖離
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東京都〔都区合算〕を除く道府県・市町村計

東京都〔都区合算〕

(指数)

(年度)
昭和62年度：100

2-2 財政需要を反映せずに財源超過があるとの見方は失当  

 

 
 
 
 
 
 

◆ 交付税算定上の基準財政需要額と実態には大幅な乖離  
 

 
 

 

 

 

 

◆ 東京の交付税算定は低く抑えられている 

 

 

※地方財務協会「地方財政（2021 年９月号） 令和 3 年度普通交付税の算定結果等について」を基に作成。 

✓ 地方交付税における財源超過額をもって、財源余剰があるとの見方が
あります。 

✓ しかし、地方交付税の算定において、財政需要は大幅に抑制されてい
ることから、交付税算定上の基準財政需要額と東京都及び特別区の実際
の行政需要との間には大幅な乖離があります。 

✓ 地方交付税算定上の財源超過額は実態を表したものではなく、財源超
過額をもって、財源余剰があるという見方は妥当とは言えません。 

※都区一般財源負担額は、一般財源から積立金を除いたもの 

※令和２年度地方交付税算定額、東京都総務局「令和２年度特別区決算状況」を基に作成。 
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②大都市に不利な計測数値の引き下げ 約1,800億円

例：道路橋りょう費（延長）

≪計測方法≫

✔ 都市化の程度などを反映するため

補正のための乗数を設定

単 価
（円）

道路延長

(km)
×

×
補正のための乗数
（普通態容補正）

≪補正のための乗数(普通態容補正)の推移≫

都の実態
交付税算定の

上限値

昼間流入

人口
318万人 72万人

人口集中

地区人口
927万人 273万人

土地価格

（1㎡当たり）
36.5万円 15.6万円

8割 割落とし

①大都市に不利な支出の割落とし 約4,200億円

◆ 交付税の算定において、約 6,000 億円に及ぶ財政需要は十分に反映さ
れていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※東京都財務局「令和 4 年度東京都普通交付税 算定結果に対する東京都の考え方」より引用。 
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2-3 法人住民税の国税化は地方分権に逆行        
 

 

 

 

 

◆ 法人住民税の国税化（イメージ図） 

 

 

 

 

◆ 法人住民税（法人税割）の影響額 
 

 

国税化前 国税化後

※令和３年度決算ベース

市町村分

都道府県分

市町村分

都道府県分

地方法人税

約1兆8,814億円

地方交付税

原資化

交付されない

不交付団体

（特別区）

交付団体

（A県）

交付される

交付団体

（B市）

▲ 1,956 ▲ 1,956
411 395

▲ 1,545 ▲ 1,561
※ 法人住民税（市町村民税分）は都区財政調整制度の原資である調整税等の一部であり、都区共通の財源（都44.9％：区55.1％）

影響見込み額（単位：億円） 令和４年度 平年度

特別区への影響額
（市町村民税分）

55.1％ベース　※

法人住民税法人税割の交付税原資化

法人事業税交付金の創設

合計

※ 特別区長会事務局試算 

✓ 法人住民税は、法人が地方自治体から受ける行政サービスの対価とし
て負担を求めている自治体固有の財源です。 

✓ 法人住民税の国税化（地方交付税原資化）により、受益と負担に基づ
く応益課税という地方税の原則がないがしろになっています。 

✓ 法人住民税の一部国税化は、拡充すべき自主財源である地方税を縮小

することにほかならず、地方分権の流れに逆行します。 

✓ 自治体の財源保障は、地方の財源を吸い上げることなく、国の責任に
おいて行うべきです。 



- 9 - 
 

2-4 地方消費税の清算基準は本来の趣旨に沿うべき     
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 国は明確な理由なく不合理な見直しを続けてきた 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成9年度～平成26年度

平成27年度税制改正

平成29年度税制改正

平成30年度税制改正

指定統計（商業統計、経済センサス） 人口 従業者数

消費指標 消費代替指標

7.5%75%

12.5% 12.5%

15% 10%

17.5%

75%

75%

50% 50%

※統計から情報通信業、土地売買業等を除外

※統計から通信・カタログ販売及びインターネット販売を除外

拡大

拡大

大幅に拡大

都市部のシェアが比較的高い指標である「統計」の比率を引き下げ、「従業者数」を廃止する
一方、統計で把握できない部分を補う指標である「人口」の比率が大幅に引き上げられた。

✓ 地方消費税の清算基準については、これまでの不合理な見直しに加
え、平成 30 年度税制改正では、人口の比率を大幅に引き上げ、従業者
数の基準数値を廃止する等の見直しが行われました。 

✓ 不合理な見直しの結果、消費税率引き上げに伴い、特別区の減収額は
増加しています。 

✓ 清算基準については、あくまで『税収を最終消費地に帰属させる』と
いう本来の趣旨に沿った基準に見直すべきです。 
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ふるさと納税による減収額 特別区民税に占める割合
1年で173億増額し、

特別区民税の約７％にあたります。

(億円)
見直し後も増加

個人住民税所得割額の控除上限

拡大に加え、ワンストップ特例

制度の創設等により手軽に寄附

が可能となった

自治体間に

よる返礼品

競争が過熱

返礼品を寄附額の３割以

下にする等の見直しによ

り、過剰競争が収まるか

に思えたが…

特別区の減収額はその後も増加

し、平成27年度からの累計額は

2,700億円を超えた

2-5 ふるさと納税制度は抜本的な見直しが必要        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ふるさと納税の仕組み 

 

 

 
 
 
◆ ふるさと納税による減収額および特別区民税に占める割合 

 

 
 
 
 
 
 

  

✓ ふるさと納税は、ふるさとや地域団体の様々な取組を応援する気持ち
を形にする仕組みとして、創設されました。 

✓ しかし、個人住民税所得割額の控除上限が１割から２割へ拡大された
ほか、ワンストップ特例制度が創設され、自治体間の過剰な返礼品競争
を受けて寄附額が激増しました。 

✓ 令和元年度に返礼品を寄附額の３割以下にするなどの見直しが行わ
れたものの、依然として特別区民税における減収額は増加しており、平
成 27 年度からの累計額は、2,700 億円を超えました。 

✓ その結果、全区民が減収による行政サービス低下の影響を受けざるを
得ない一方、制度を利用する区民のみが返礼品などの恩恵を受けるとい
った不公平が生じる等、制度の歪みが顕在化しています。今こそ、制度
を巡る様々な問題に対処すべく抜本的な見直しを行うべきです。 

住民税負担減による減収
寄附

行政サービスの低下 返礼品

不公平

未利用者

区民

利用者

※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」を基に作成。 
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寄附額 ふるさと納税による住民税控除額（次年度分） 返礼品等募集費用(広告費や事務費等含む）

寄附額を上回っている

（億円）

※都道府県と区市町村の総計

◆ ふるさと納税は地方交付税の財源を圧迫している 

 
 
 
 
 
 
◆ ワンストップ特例制度は国の所得税の減収分を地方自治体が負担している  

 

 

 

 
 
◆ ふるさと納税による住民税控除額に自治体が負担する返礼品等募集費用

を加えると、寄附額を上回っており、地方自治体総体でみると、寄附額に
見合わない負担が生じている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 地方交付税においては、ふるさと納税による寄附を受けた交付団体は基準財政収入額の

調整がなされず、寄附収入分が純増となる一方、他自治体に対する寄附による減収があっ
た交付団体は、地方交付税により補填される仕組みとなっています。 

○ 令和 4 年度は約 3,009 億円が補填されており、地方交付税の財源を圧迫しています。 

○ 他方、不交付団体は減収分の補填が行われず純減となっています。 

※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」を基に作成。 

住民税控除額は毎年 1~12 月の寄附額に基づく次年度分。 

○ 平成 27 年度から適用された「ふるさと納税ワンストップ特例制度（※）」により、個人

住民税から控除されている所得税分については、本来全額を所得税から控除すべきもので
あり、地方特例交付金等で国がその財源を補填すべきです。 

※ 給与所得者等が５団体まで確定申告不要で寄附金控除を受けられる制度。ふるさと納税ワンスト
ップ特例制度を利用した場合、本来、国税である所得税から控除されるべき額が、地方税である個人

住民税から控除される（＝申告特例控除額） 
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寄附金

控除額
区民税に

占める割合
寄附金

控除額
区民税に

占める割合
寄附金

控除額
区民税に

占める割合
寄附金

控除額
区民税に

占める割合

千代田 10.4億円 5.96% 12.8億円 7.44% 15.7億円 8.92% 千代田

中  央 16.4億円 5.47% 24.1億円 8.25% 30.1億円 9.69% 中  央
港 33.2億円 4.34% 39.0億円 5.64% 61.3億円 7.52% 港

新  宿 19.6億円 4.40% 25.6億円 5.95% 32.9億円 7.34% 新  宿
文  京 16.4億円 4.79% 19.8億円 5.82% 27.4億円 7.83% 文  京
台  東 8.2億円 4.21% 10.1億円 5.25% 14.0億円 6.75% 台  東
墨  田 9.0億円 3.86% 12.3億円 5.33% 15.8億円 6.46% 墨  田
江  東 25.8億円 5.12% 32.9億円 6.54% 40.5億円 7.86% 江  東
品  川 24.4億円 5.09% 30.7億円 6.65% 39.5億円 8.08% 品  川
目  黒 21.7億円 4.96% 27.4億円 6.38% 34.0億円 7.72% 目  黒
大  田 25.7億円 3.56% 32.0億円 4.55% 42.3億円 5.92% 大  田
世田谷 49.3億円 4.07% 60.7億円 5.35% 84.0億円 6.84% 世田谷

渋  谷 26.5億円 5.31% 30.5億円 6.47% 36.0億円 7.10% 渋  谷
中  野 11.7億円 3.53% 15.6億円 4.98% 21.2億円 6.60% 中  野
杉  並 24.8億円 3.87% 30.2億円 5.01% 40.9億円 6.43% 杉  並
豊  島 12.8億円 4.13% 15.8億円 5.41% 20.7億円 6.83% 豊  島

北 9.7億円 3.43% 13.7億円 4.97% 17.5億円 6.00% 北
荒  川 6.3億円 3.88% 8.2億円 5.02% 10.3億円 6.14% 荒  川
板  橋 13.3億円 3.07% 17.4億円 4.10% 23.6億円 5.36% 板  橋
練  馬 23.0億円 3.56% 25.9億円 4.19% 36.5億円 5.57% 練  馬
足  立 12.3億円 2.70% 16.4億円 3.91% 20.7億円 4.53% 足  立
葛　飾 8.3億円 2.60% 10.4億円 3.35% 14.0億円 4.45% 葛　飾

江戸川 15.1億円 2.99% 19.7億円 4.33% 25.1億円 4.93% 江戸川

合計 9.2億円 0.10% 423.9億円 4.08% 530.9億円 5.35% 704.1億円 6.68%

平成26年度比⇒ 76.3倍

区名

9.2億円 0.10%

区名
平成26年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

◆ 特別区における寄附金控除額の増加は止まらず、看過できない状況とな
っている 

 
 
  

✓ 令和 4 年度の減収額約 704 億円は、23 区のごみ収集関連経費１年分
に迫る額になっています。 

✓ また、ワンストップ特例制度によって、本来は国税から控除する分ま
で地方税で肩代わりさせられており、その額は約３7.6 億円に及んでい
ます。 

✓ 不透明な景気情勢の中、ふるさと納税による減収は、これまで以上に、
特別区の財政運営に深刻な影響を及ぼしており、今こそ、制度を巡る
様々な問題に対処すべく抜本的な見直しを行うべきです。 

各区におけるふるさと納税控除額の推移 

※平成 26 年度数値は「市町村税課税状況等の調」の結果から特別区長会事務局にて試算。 
令和 2～令和 4 年度数値は総務省 「ふるさと納税に関する現況調査結果」を基に作成。 
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2-6 物価高騰等に伴う特別区の財政負担は大きい       
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特別区は人口と企業の集中により、全国と比べて物価が高い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 消費税増税時以来の物価高騰に直面している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 特別区では物価高騰等に伴う対応に膨大な財政需要が生じている 
 

 

 

※特別区長会事務局の試算 
 

✓ 特別区は人口や企業が集中しており、全国と比べて物価が高く、物価
高騰は財政需要を大きく引き上げる要因となります。 

✓ ウクライナ情勢やコロナ禍における原油価格・物価高騰等に伴う特別
区の負担増は、令和４年度で約 300 億円となっており、先行き不透明な
社会情勢から、今後もさらに負担が増大する可能性があります。 

※総務省「令和 3 年度平均消費者物価地域差指数」を基に作成。 

※総務省「2020 年基準 消費者物価指数 東京都区部 2022 年(令和 4 年)8 月分(中旬速報値)」を基に作成。 
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2-7 地方税財源の拡充こそ地方分権のあるべき姿      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 各地方団体も地方税財源の充実・確保を求めている 

 特別区長会  「令和５年度国の施策及び予算に関する要望書（令和 4 年 8 月２4 日）」より抜粋 

地域間の税収格差の是正は、国の責任において地方交付税制度で行われるべきものであ

り、地方税の原則を歪め、地方分権に逆行する法人住民税の一部国税化を早期に見直し、

地方自治体間に不要な対立を生む新たな税源偏在是正措置を行わないこと。また、法人実

効税率の引き下げ等、地方財政に影響を与える税制改正を行う場合、国の責任において、
確実な代替財源を確保すること。 

地方税財源の充実確保に向けて、偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税等の税源

を移譲するなど、地方税中心の税体系に向け抜本的な再構築を図ること。 

 全国市長会  「都市税財源の充実強化・地方分権改革の推進に関する決議（令和４年６月１日）」より抜粋 

我々都市自治体が超高齢・人口減少社会においても自主的・主体的かつ安定的に行財政

運営を行うことができるよう、基幹税の拡充を中心に税源の偏在性が小さく税収が安定的

な地方税体系を構築するなど、都市税財源の充実強化を総合的に図るとともに、地方分権

改革を推進すること。 
 

 全国知事会  「地方税財源の確保・充実等に関する提言（令和４年８月８日）」より抜粋 

今後、社会保障関係費の一層の増加が見込まれる中、地方単独事業も含め、地方財政

計画に的確に反映するとともに、令和５年度においても、交付団体をはじめ地方の安定

的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和４年度地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保し、充実すること。 
 

✔ 今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービス
を提供するとともに、自治体間の積極的な交流や協働によって共存共栄
する良好な姿を作ることであり、税源の奪い合いにより自治体間に不要
な対立を生むような制度は是正すべきです。 

✔ 国の責任により地方税財源総体を拡充し、自治体が責任をもって役割
を果たすことこそが地方分権の本来の姿であり、今後とも特別区長会
は、地方税財源の充実・確保及び自治体間に不要な対立を生む不合理な
税制を是正するよう、国に求めていきます。 
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◆ 「特別区全国連携プロジェクト」の推進により、全国各地域との連携を
深めている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式ロゴマーク 

３  

✓ 我が国は、人口減少社会を迎えるなかで、地域の崩壊や経済の衰退等
が懸念されており、今まさに地域の活性化が求められています。 

✓ しかし、自治体間が対立し財源を奪い合う構図を助長する不合理な税
制改正は、共倒れにもなりかねない危険なものであり、本来の地方自治

の姿ではありません。 

✓ 特別区は人材の交流はもちろん、経済、生活全般にわたり、全国各地
域に支えられ成り立っています。今、必要なことは、東京を含む全国の
各地域が、活き活きとしたまちづくりを進め、ともに発展・成長しなが
ら更なる共存共栄を図っていくことです。 

✓ 特別区は全国各地域との連携を深め、東京を含めた全国各地域の経済
の活性化、まちの元気につながるような取組として、「特別区全国連携プ
ロジェクト」を展開しています。 
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◆ 全国の自治体や民間団体等と文化交流や観光物産展の開催等、様々な形
で連携している 

 

 

 

 

 

 
 
◆ 特別区は様々な連携事業のほか、被災自治体に対する支援を行っている 
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各区交流自治体 全国連携ホームページ

会員登録自治体

（自治体数） 連携・交流の拡大・充実

令和元年

令和2年

令和3年

 東日本大震災 累計 7,190 名 派遣 

             熊本地震    累計   431 名 派遣 

■ 災害支援金          累計 50 自治体 

14 億 2,200 万円  

被災自治体に対する支援実績（令和４年 4 月 1 日現在） 

23 特別区 ⇔ 1,096 自治体（重複自治体を除く。令和３年 8 月 1 日時点） 
 

各区交流自治体 832、全国連携ＨＰ会員登録自治体 269、広域連携協定締結自治体 372 
  ※ 特別区は、全国 1,765 の自治体（47 都道府県、1,718 市町村）の半数以上と連携 
  ※ また、全国 47 都道府県内の市町村と連携 

特別区と全国自治体との交流実績 

■ 職員派遣 
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4-1 特別区の人口は当面増加が見込まれる            

 

 

 

 

◆ 都心区を中心とした高層マンション建設等に伴う都心回帰の影響によ
り、人口が増加傾向 

 

 
 

  

✓ 特別区の総人口は、これまで、800 万人前後で推移してきましたが、
都心回帰の影響等により、2000 年以降増加し、令和４年１月１日現在、
約 967 万人となっています。 

✓ 日本の人口は、既に減少局面に入っていますが、特別区では 2035 年
まで増加すると推計されており、同時に急激な高齢化が進行します。 

※国勢調査を基に作成。 

４ 特別区の現状 


